
障害福祉サービスの利用のしかた 
 

申請からサービスを受けるまでの流れは次のようになっています。 

みなさんに必要なサービスを提供できるよう市町村や事業者がお手伝いします。 

申請は、お住まいの市町村に行います。障害者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市町

村に申請します。 

 

 

 

市町村または相談支援事業者に相談します。 

 

 

利用者は必要なサービスを選択し、サービスの種類ごとに申請します。 

 

 

支給申請を行なうと、現在の生活や障害の状況についての調査（アセスメント）

が行なわれます。 

 

 

調査の結果をもとに審議会で審査・判定が行なわれ、障害程度区分が決められ

ます。 

 

 

障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの支給

量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。 

 

 

複数のサービスを利用される方は、必要に応じて相談事業者と相談し、サービ

ス利用計画を立てます。作成費は市町村が負担します。 

 

 

利用者は、契約を結んだ指定事業者・施設のサービスを利用します。 

 

 

 

利用者または扶養義務者は、指定事業者等に対し、利用者負担額を支払います 
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